
  

一 

総
合
的
経
済
安
全
保
障
施
策
推
進
法
案
要
綱 

第
一 
目
的 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
こ
の
法
律
は
、
我
が
国
の
安
全
保
障
が
、
防
衛
、
外
交
、
経
済
、
科
学
技
術
、
文
化
等
の
各
分
野
の
施
策
を
総
合
的
に
講

ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
国
際
情
勢
の
複
雑
化
、
社
会
経
済
構
造
の
変
化
等
に
伴
い
我
が

国
の
安
全
保
障
を
確
保
す
る
た
め
の
経
済
分
野
の
施
策
（
以
下
「
経
済
安
全
保
障
施
策
」
と
い
う
。
）
の
推
進
が
喫
緊
の
課

題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
経
済
安
全
保
障
施
策
の
推
進
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
及
び
国
の
責
務
を
明
ら
か
に

す
る
と
と
も
に
、
経
済
安
全
保
障
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
経
済
安
全
保
障
施
策
を
総
合
的
に
推

進
し
、
も
っ
て
我
が
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

第
二 

基
本
理
念 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

一 

経
済
安
全
保
障
施
策
は
、
我
が
国
の
安
全
保
障
を
確
保
す
る
上
で
国
際
情
勢
の
変
化
等
が
あ
っ
て
も
国
民
生
活
及
び
経

済
活
動
が
維
持
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
我
が
国
の
産
業
に
と
っ
て
重
要
な
生
産
財
（
製

品
の
製
造
又
は
加
工
に
必
要
な
原
材
料
、
部
品
そ
の
他
の
物
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
生
産
設
備
（
製
品
の
製
造

又
は
加
工
に
使
用
す
る
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
及
び
鉱
物
資
源
、
食
料
、
医
薬
品
及
び
医
療
機
器



 

二 

等
の
安
定
供
給
の
確
保
、
基
幹
イ
ン
フ
ラ
事
業
（
国
民
生
活
及
び
経
済
活
動
の
基
盤
を
な
す
事
業
で
あ
っ
て
、
そ
の
機
能

が
停
止
し
、
又
は
低
下
し
た
場
合
に
国
民
生
活
及
び
経
済
活
動
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
生
ず
る
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
継
続
性
の
確
保
、
国
民
生
活
及
び
経
済
活
動
の
維
持
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
と
な
り
得
る
先
端
的
な
技

術
（
以
下
「
先
端
的
技
術
」
と
い
う
。
）
に
係
る
我
が
国
の
優
位
性
の
確
保
等
の
た
め
に
効
果
的
な
施
策
が
総
合
的
に
講

ぜ
ら
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

二 

経
済
安
全
保
障
施
策
は
、
事
業
者
の
事
業
活
動
及
び
経
済
成
長
に
及
ぼ
す
影
響
に
適
切
に
配
慮
し
て
推
進
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

（
第
二
条
関
係
） 

第
三 

国
の
責
務 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

国
は
、
第
二
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
経
済
安
全
保
障
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
こ

と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
三
条
関
係
） 

第
四 

法
制
上
の
措
置
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

一 

政
府
は
、
経
済
安
全
保
障
施
策
を
実
施
す
る
た
め
、
必
要
な
法
制
上
又
は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け



  

三 

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

二 
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
速
や
か
に
一
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
毎
年
度
、
経
済
安
全
保
障
施
策
に
係
る
諸

課
題
に
つ
い
て
の
分
析
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
四
条
関
係
） 

第
五 

重
要
物
資
等
の
安
定
供
給
の
確
保 

 
 
 
 
 
 

国
は
、
国
民
生
活
及
び
経
済
活
動
を
維
持
す
る
た
め
に
重
要
な
物
資
等
（
以
下
「
重
要
物
資
等
」
と
い
う
。
）
の
安
定
供

給
を
確
保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
施
策
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

① 

我
が
国
の
産
業
に
と
っ
て
重
要
な
生
産
財
及
び
生
産
設
備
の
国
内
に
お
け
る
生
産
等
に
係
る
体
制
の
強
化
、
当
該
生

産
財
及
び
生
産
設
備
に
係
る
資
源
の
有
効
利
用
の
促
進
そ
の
他
の
当
該
生
産
財
及
び
生
産
設
備
の
安
定
供
給
の
確
保
に

関
す
る
施
策 

 

② 

エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給
率
の
向
上
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
源
の
多
様
化
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
及
び
鉱
物
資
源
の
備
蓄
の
確

保
そ
の
他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
及
び
鉱
物
資
源
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
施
策 

 

③ 

食
料
自
給
率
の
向
上
、
農
地
及
び
水
源
地
の
確
保
、
食
料
の
備
蓄
の
確
保
そ
の
他
の
食
料
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関



 

四 

す
る
施
策 

 
④ 

国
内
に
お
け
る
医
薬
品
及
び
医
療
機
器
の
生
産
に
係
る
開
発
力
及
び
技
術
力
並
び
に
生
産
体
制
の
強
化
、
医
薬
品
及

び
医
療
機
器
の
円
滑
な
流
通
の
確
保
そ
の
他
の
医
薬
品
及
び
医
療
機
器
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
施
策 

（
第
五
条
関
係
） 

第
六 

基
幹
イ
ン
フ
ラ
事
業
の
継
続
性
の
確
保 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

国
は
、
基
幹
イ
ン
フ
ラ
事
業
の
継
続
性
を
確
保
す
る
た
め
、
基
幹
イ
ン
フ
ラ
事
業
の
用
に
供
す
る
重
要
な
施
設
又
は
設
備

の
更
新
又
は
修
繕
の
促
進
、
基
幹
イ
ン
フ
ラ
事
業
の
用
に
供
す
る
重
要
な
情
報
シ
ス
テ
ム
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
サ

イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
第
二
条
に
規
定
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
い
う
。
）
の
確
保
そ
の
他
の
必
要
な
施
策

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
六
条
関
係
） 

第
七 

国
民
生
活
及
び
経
済
活
動
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
国
内
の
人
材
の
育
成
及
び
確
保 

 
 
 
 

 

国
は
、
重
要
物
資
等
の
供
給
に
係
る
事
業
又
は
基
幹
イ
ン
フ
ラ
事
業
に
従
事
す
る
労
働
者
そ
の
他
の
国
民
生
活
及
び
経
済

活
動
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
国
内
の
人
材
を
育
成
し
、
及
び
確
保
す
る
た
め
、
教
育
及
び
職
業
訓
練
の
充
実
、
適
正
な

労
働
条
件
の
確
保
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
七
条
関
係
） 



  

五 

第
八 

先
端
的
技
術
に
係
る
我
が
国
の
優
位
性
の
確
保 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

国
は
、
先
端
的
技
術
に
係
る
我
が
国
の
優
位
性
を
確
保
す
る
た
め
、
先
端
的
技
術
の
研
究
開
発
及
び
そ
の
成
果
の
活
用
の

促
進
に
関
し
、
研
究
資
金
の
確
保
、
関
係
行
政
機
関
、
事
業
者
等
の
間
に
お
け
る
研
究
開
発
及
び
そ
の
成
果
の
活
用
に
係
る

連
携
の
強
化
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
八
条
関
係
） 

第
九 

安
全
保
障
上
重
要
な
情
報
の
漏
え
い
の
防
止 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

国
は
、
事
業
者
、
研
究
機
関
等
が
保
有
す
る
我
が
国
の
安
全
保
障
上
重
要
な
技
術
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
情
報
の
漏
え

い
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
施
策
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

① 

当
該
情
報
の
国
外
へ
の
流
出
の
規
制 

 

② 

当
該
情
報
を
取
り
扱
う
者
の
適
性
に
つ
い
て
認
証
を
行
う
制
度
の
導
入 

 

③ 

当
該
情
報
を
有
す
る
事
業
者
に
対
す
る
国
外
か
ら
の
投
資
の
状
況
の
把
握
及
び
当
該
投
資
の
規
制 

（
第
九
条
関
係
） 

第
十 

国
益
の
確
保
に
資
す
る
国
際
環
境
の
形
成
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

一 

国
は
、
経
済
分
野
に
関
し
、
国
益
の
確
保
に
資
す
る
国
際
環
境
の
形
成
を
図
る
た
め
、
国
際
的
な
規
格
、
規
範
等
の
整



 

六 

備
へ
の
主
体
的
な
参
画
等
、
我
が
国
と
外
国
と
の
貿
易
関
係
の
強
化
、
国
外
に
向
け
た
情
報
の
発
信
、
外
交
に
係
る
体
制

の
強
化
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

二 

国
は
、
経
済
活
動
に
お
け
る
人
権
の
尊
重
が
国
際
的
に
も
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
経
済
活
動
に
係

る
諸
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
人
権
に
配
慮
し
て
経
済
活
動
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
こ
と
。 

（
第
十
条
関
係
） 

第
十
一 

情
報
の
収
集
及
び
分
析
を
行
う
体
制
の
整
備
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

国
は
、
経
済
安
全
保
障
施
策
を
適
正
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
た
め
、
経
済
安
全
保
障
施
策
に
係
る
情
報
の
収
集
及
び

分
析
を
行
う
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
講
ず
る
国
の
施
策
の
対
象
と
な
る
重
要
物
資
等
、
事
業

等
の
選
定
を
公
正
に
行
う
仕
組
み
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
一
条
関
係
） 

第
十
二 

そ
の
他
の
施
策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

第
五
か
ら
第
十
一
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
は
、
国
際
情
勢
、
社
会
経
済
情
勢
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
必
要
な
経
済

安
全
保
障
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
二
条
関
係
） 



  

七 

第
十
三 

施
行
期
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
関
係
） 


